
利
家
公
の
御
愚
付
誠
き
あ
り
。
』
と
記
し
、
元
政
十
四

一
さ
な
か
っ
た
か
ら
、
利
家
の
策
行
は
れ
ず
、
儲
か
に

年
の
郷
村
名
義
抄
に
は
、
『
且
百
年
栃
ヶ
平
と
申
家
名
の
一
民
屋
に
火
を
放
っ
て
納
指
し
た
。
次
い
で
十
三
年
二

百
姓
イ
村
仕
、
則
村
名
栃
ゴ
中
村
と
巾
候
路
、
臨
長
一
且
佐
々
成
政
は
河
北
郡
脱
出
揖
に
来
日
M

し
、
利
家
は
之

の
頃
右
十
村
代
台
、
岡
村
居
住
の
百
姓
鳥
越
と
申
家
一
に
報
い
ん
が
お
、
四
且
八
日
山
崎
長
徳
を
先
飾
と
し

名
の
者

十
村
仕
候
敵
、
其
よ
り
鳥
越
村
と
申
陶
申
一

て
叉
鳥
越
を
凶
ん
だ
。

利
家
の
院

小
林
椴
太
夫
・上

保
候
。
』
と
あ
る
。
明
治
八
年
十
月
鳥
越
・四
方
寺
・邸
一
坂
又
兵
衛
、
廠
の
斥
候
脅
迫

4
て
城
路
に
遡
り
、
城

闘
を
合
併
し
て
同
町
民
と
し
た
。
一
持
久
悦
但
馬
守
が
急
に
突
明
日
す
る
を
待
っ
て
、
長
徳

ト
リ
ゴ
エ

鳥
越

能
安
部
商
俣
の
内
の
小
手
。
一
は
櫛
山
県
知
等
と
共
に
沼
田
制
功
一
党
成
し
た
o
Mに
し

ト
リ
ゴ
Z

鳥

越

河

北
測
ザ
肝
郷
に
回
す
る
部
一
て
敵
城
中
に
入
っ
て
聾
息
を
市
め
た
の
で
、
利
家
も

古川
。
郷
村
名
義
抄
に
、
こ
の
村
の
束
に
ほ
そ
が
峰
が
一
兵
を
依
め
て
そ
の
夜
金
却
に
凱
旋
し
、
後
功
そ
論
じ

あ
っ
て
、
諸
島
多
〈
之
を
泡
過
す
る
。
そ
の
山
下
の
一
て
畏
徳
を
第
一
に
思
げ
た
。
持
い
で
成
政
は
鳥
越
の

村
で
あ
る
か
ら
名
づ
け
た
と
あ
る
。
一
廷
に
保
つ
べ
か
ら
ざ
る
を
版
。
、
そ
の
守
兵
を
倣
し

ト
リ
コ
エ
ザ
カ
ジ
ョ
ウ
鳥
越

坂

娘

珠
洲
郡
烏

一
た
に
因
り
、
利
家
は
背
木
善
四
郎

・
大
足
助
兵
衛
を

越
に
あ
っ
た
と
い
ふ
が
今
鮮
か
で
な
い
。
能
常
総
に
、
一
諮
っ
て
之
を
守
ら
し
め
た
。

『
鵜
飼
村
へ
往
〈
銑
濯
に
鳥
越
坂
と
て
、出
向
的
械
の
取
一

ト
リ
ゴ
シ

鳥

越

羽

咋
加
鎚
打
郷
に
闘
す
る
部

出
の
跡
あ

h
。
矢
倉
の
跡
怖
と
て
其
岱
あ
り
。
』
と
記
一

す

る

。

一

ト
リ
ゴ
Z

ジ
ヨ
ウ

鳥
越
妓

J
ベ
ツ
ク
ウ
ジ
ヨ
一

ウ

別

宮

城

。

一

ト
リ
ゴ
エ
ジ
ヨ
ウ

鳥
越
按
河
北
術
品目
見
と
七
一

恩
と
の
領
績
に
在
っ
た
o
J
ト
リ
プ
エ
ノ
タ
タ
カ
ヒ
一

鳥

越

の

職

。

一

ト
リ
ゴ
エ
ノ
会
主
力
ヒ

鳥
越
の
鞍

突
正
十
二一

年
九
且
十
一
日
佐
々
成
政
が
末
森
城
攻
陥
の
功
を
感

一

げ
得
ず
し
て
返
却
し
た
降
、
途
に
河
北
郡
鳥
越
を
過

一

ぎ
た
が
、
前
回
氏
の
将
丹
須
源
F1郎
・
日
沼
田
叉
右
一

衛
門
は
、
利
家
の
宋
容
に
敗
れ
た
と
の
論
併
に
震
い
一

て
械
を
繁
て
脱
走
し
た
後
で
あ
っ
た
の
で
、
容
易
に
一

そ
れ
を
占
領
す
る
こ
と
を
得
た
。

利
家
之
を
回
復
せ
一

ん
こ
と
を
欲
し
、
十
且
十
四
日
兵
を
出
し
た
が
、
烏

一

組
が
山
中
の
峻
艇
で
、
之
を
力
攻
す
る
能
は
ざ
る
を
一

黙
し
、
敵
を
城
外
に
綴
う
て
何
人
に
せ
ん
と
謀
っ
た
一

が
、
披
持
久
世
但
馬
守
は
士
事
を
嘗
め
て
開
揺
を
許

一

取
添
一
品

i
ト
リ
ダ
カ
取
高
。

ト
リ
ダ
カ
寂
吉
田
同
滞
政
の
時
、
百
姓
が
他
人
の

田
昌
を
限
う
て
自
己
の
所
有
に
す
る
を
取
高
と
い
う

た
。
取
高
は

一に
取
添
一一
向
と
も
持
棒
高
と
も
い
ふ
が
、

政
援
が
初
め
て
高
を
得
た
判
制
作
は
取
お
と
の
み
抑
制
す

る
。
之
に
反
し
自
己
の
凹
出
を
分
制
限
却
す
る
を
切

高
と
い
う
た
。
元
利
元
年
以
降
決
し
て
切
高
す
る
を

砕
き
な
か
っ
た
が
、
元
政
六
年
そ
の
終
を
削
附い
た。

そ
の
切
官
闘
を
許
さ
れ
る
の
は
、
上
納
米
に
不
足
そ
生

ず
る
錦
、
家
財
そ
段
跳
ふ
も
向
揃
ひ
得
ぬ
時
に
限
る

世間。
ト
リ
コ

Z
ギ

ン

取

込
銀
加
判
副
総
初
期
に
そ
の

自
ら
製
造
し
た
る
銀
貨
に
射
し
、
滞
外
よ
り
給
入
し

た
る
も
の
を

一
般
に
取
込
銀
と
い
う
た
。
然
る
に
そ

の
蔵
相
則
被
紺
に
し
て
、
沼
周
の
不
“
世
話
だ
し
か
っ
た

か
ら
、
寛
永
十
年
四
月
取
込
卸
の
迎
用
を
禁
止
し
、

銀
座
に
於
い
て
之
を
改
鉛
し
、
新郎慨
印
卸
脅
夜
行
す

る
こ
と
に
し
た
。

ト
リ

y
へ
ダ
カ

ト
リ

l
ト
ヲ

を
一
倍
格
と
し
た
が
、
後
に
は
大
に
自
闘
に
な
っ
た
。

切
高
を
行
ふ
に
は
許
可
を
経
る
を
裂
し
、
百
姓
相
射

に
す
る
を
下
切
耐
と
い
う
て
訟
の
禁
ず
る
所
で
あ
っ

た
。
ま
た
藤
内

・
削岨多間
帯
及
び
他
凶
他
領
の
者
は
取

お
す
る
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

ト
リ
ト
マ
ラ
ズ

J
Z
ネ

烏
不
止
峰

l
ヒ
ノ
ミ

コ
ミ
ネ
火
，
御
子
峰
。

ト
リ
パ
h
F
ケ

烏
畠

陶
山町
郁
期
初
回
世
な
る
鳥
屋
比

古
訓
駐
防
磁
明
出
向
三
年
の酬明
札
に
、
烏
出
村
了
安
の

名
が
あ
る
。
今
こ
の
村
名
は
な
い
が
、

一
背
村
に
烏

出
氏
が
あ
る
。

ト
リ
パ
h
F
ケ
マ
ゴ
ジ
ユ
ウ
ロ
ウ

烏
畠
宗
十
郎

血
島
郡
一
背
の
百
姓
。

元
組
伴
源
右
衛
門
は
白
山
氏

の
末
期
に
須
坂
の
地
に
来
住
し
、
天
正
寸
入
年
裂
し

た
。
二
代
滋
十
郎
の
時
、
寛
永
三
年
長
辿
馴
か
ら
宇

部
山
方
都
許
や
一
命
ぜ
ら
れ
、
方
百
二
十
附
の
屋
敷
を

一
背
に
奥
へ
ら
れ
、円
畑
出
氏
を
制
し
た
。
江
文
四
年

裂
。
以
後
代
々
山
遡
役
・長
百
姓
を
勤
め
た
。

ト
リ

Z

鳥
見
出
附
侯
が
放
刷
胸
骨
一
行
ふ
に
使
ず
る

局
、
徐
め
能
村
の
民
に
命
じ
、
禽
品
の
去
来
そ
親
然

せ
し
め
る
も
の
を
鳥
見
と
い
う
た
。

ト
リ
ヤ
ノ
ス
h
y
ネ

鳥
屋
宿
禰
玉
総
抄
安
元
二

年
正
周
什
八
日
の
僚
に
、
棺
B
W
少
叫
日
正
六
位
上
鳥
屋

宿
耐
助
恒
が
見
え
る
。
鳥
屋
償
制
は
姓
氏
録
に
載
せ

ら
れ
ぬ
が
、
能
奇
人
で
臨
n同
部
鳥
屋
比
古
訓
祉
な
ど

と
聞
係
の
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

ト
リ
ヤ
ヒ
コ
ジ
ン
ジ
ヤ

鳥
屋
比
古
紳
社

鹿
島

郡
羽
坂
に
鎮
座
す
る
。
式
内
等
間
四
社
犯
に
、『
鳥
屋
兇

古
利
枇
。
式
内
一
座
。
一
背
院
羽
原
村
銀
座
。
庄
内

十
村
之
惣
駐
。
今
様
s
六
腕
明
紳
。』

と
い
ひ
、
能
菅

名
跡
志
に
は
、『
羽
坂
村
に
鳥
屋
比
古
制
枇
立
給
ふ
。

御
榊
惚
は
金
の
鈎
の
由
。
制
中
。
一一品木
氏
な
り
。
市
婚

の
祉
あ
り
。
一
宮
御
訓
輿
腕
，
口
よ
り
御
郎
座
の
時
、

字。
ト
ヲ
ム
ラ
十
村

(一〉
十
村
の
名
義

l
加
賀
務

で
は
政
令
村
を
含
む
組
の
長
を

十
村
と
宮
う
た
。
他

務
の
大
庄
屋
に
笛
る
も
り
で
あ
る
。

こ
の
十
村
は
腿

長
九
年
滞
医
本
保
奥
次
右
衛
門
長
附
が
能
脅
拠
仰
に

下
っ
た
時
、
そ
の
地
の
大
百
姓
に
公
務
を
勤
め
し
め

た
に
起
る
と
い
は
れ
る
。
初
は
十
ヶ村
内
外
を
支
配

一
宮
跡
主
上
指
の
鏑
矢
一
筋
拾
の
方
へ
政
つ
也
。
叉

御
前
輿
往
来
七
日
の
内
は
灰
汁
を
つ
か
は
ず
。
是
は

昔
奴
多
御
耐
御
沼
の
時
、
水
を
乞
ひ
給
ふ
に
、
取
謹

へ
て
反
討
を
奉

O
L
凶
総
也
と
い
へ
り
。
』
と
見
え

る
。
鳥
屋
比
古
は
ト
ヤ
ヒ
コ
と
削
む
と
の
設
も
あ
る
。

ト
リ
ヤ
ヲ

鳥
屋
尾
前
北
郡
仲
川
野
郷
に
関
す
る

部
訴
。

ト
リ
ヰ
ウ
ヂ
リ
ヨ
ウ

鳥
居
氏
領

能
昌
明
に
は
鳥

居
氏
の
領
邑
の
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
印
ち
元
職
二

年
八
月
十
日
幕
府
が
そ
の
直
輸
地
四
4
1
九
よ
村
去
高

一
部
石
に
、
笛
信
浪
商
法
侯
烏
関
左
京
苑
忠
則
の
子

筋
彪
守
忠
英
を
封
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
元
職
八
年

五
且
十
京
日
忠
英
は
近
江
水
口
に

移
封
せ
ら
れ
た

錦
、
そ
の
能
菅
領
は
再
び
お
府
領
に
蹄
し
た
。
鳥
問
問

領
の
邑
径
は
之
を
附
録
に
蹴
せ
る
。

ト
リ
ヰ
ハ
マ

鳥
居
涜

珠
洲
郡
寺
祉
の
総
出
を

い
ふ
。
新
無
多
耐
祉
の
一
の
鳥
居
が
海
中
に
、
こ
の

鳥
目
的
が
砂
出
に
立
て
L
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
リ
ヰ
マ
ウ
デ

烏
己
居
路

用
羽
咋
郡
然
多
一
岬
枇
で
、

保
年
間
間
十
ご
且
十
一

日
(
今
は
一

H
Uに
行
は
れ
る
祭

儀
。
夜
字
引
の
刻
か
ら
副
主
が
本
枇
に
奔
砲
し
た
後
、

海
演
に
出
て
大
鳥
居
の
形
宇
一
砂
上
ヒ
鏑
き
、
そ
の
中

央
区
制
節
を
-X
て
L
裕
一
刊
を
開
押
し
、
次
い
で
結
末
祉

を
限
奔
す
る
こ
と
を
幾
度
も
繰
一
巡
し
、
日
出
に
及
ん

で
止
む
の
で
あ
る
。

ド
ロ
ノ
キ
泥
木

珠
洲
郡
大
川
泥
，
木
の
内
の
小

六
O
四


